
 

１．件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（柏崎刈羽６号機

設計及び工事計画）【６１】 

２．日 時：令和５年１２月１４日 １３時３０分～１８時００分 

３．場 所：原子力規制庁 ９階Ｄ会議室（ＴＶ会議システムを利用） 

４．出席者（※・・・ＴＶ会議システムによる出席） 

原子力規制庁： 

新基準適合性審査チーム 

義崎上席安全審査官、宮﨑安全審査専門職 

 

事業者： 

東京電力ホールディングス株式会社 

原子力設備管理部 課長 他８名 

原子力設備管理部 課長 他８名※ 

KK6 安全対策共同事業株式会社  

設計部 副長 他１名※ 

 

５．要旨 

（１）東京電力ホールディングス株式会社から、柏崎刈羽原子力発電所６号機

の設計及び工事の計画認可申請書のうち、原子炉格納施設の設計条件に

関する説明書、重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ

込め機能健全性について、コリウムシールドの設計、格納容器圧力逃が

し装置の設計等について、令和５年１１月３０日の提出資料に基づき説

明があった。 

 

（２）原子力規制庁から、主に以下の点について説明等を求めた。 

【重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健

全性について】 

○ ７号機の審査では説明されていた、電気配線貫通部（モジュール）

のシール部の耐放射線性に係る健全性について、６号機についても

説明すること。 

 

（３）東京電力ホールディングス株式会社から、本日説明等を求められた内容 

について了解した旨の回答があった。 

 

 ６．その他 

提出資料： 

なし 


